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Ⅰ．政治資金規正法施行規則の一部改正について

１．概 要
金融機関への振込みにより支出をした場合の収支報告書と併せて提出すべき書面の

簡素化を図るため省令を改正（平成２４年４月２９日施行）。

（改正前）

①「振込明細書の写し」

②「振込明細書に係る支出目的書」（第８号様式の２）

（改正後）

①「振込明細書の写し」

②「振込明細書に係る支出目的書」（第８号様式の２）

ただし、振込明細書に「支出の目的」が記載されているときは、当該振込明細書

に係る上記②の書類の作成及び提出は不要。

【振込明細書の写し】 【支出の目的を記載した書面】

払込受領証 第８号様式の２

振込明細書に係る支出目的書

金 額 ￥○○○ 支出の目的 併せて提出
＋ 項 目 摘 要

日付印 24.*.* □□□費 △△△△料

××支店 政治団体名---

ただし、振込明細書に｢支出の目的｣の記載があれば・・・

●●●料金 都道府県選管等

払込受領証

金 額 ￥○○○ ・・・「振込明細書に係る支出目的書」の作成及び提出は不要

日付印 24.*.*

××支店



- 2 -

２．政治資金規正法施行規則（抄）

改正後 改正前

（領収書等の写し等の提出方法） （領収書等の写し等の提出方法）

第10条 法第12条第２項の規定により領収書等 第10条 法第12条第２項の規定により領収書等

の写し又は振込明細書の写しを提出する場合 の写し又は振込み若しくは振替の明細書であ

においては、これらを第７条に規定する支出 って支出の金額及び年月日を記載したものの

の項目ごとに分類して提出しなければならな 写し（次項において「振込明細書の写し」と

い。 いう。）を提出する場合においては、これらを

第７条に規定する支出の項目ごとに分類して

提出しなければならない。

２ 法第12条第２項に規定する領収書等を徴し ２ 法第12条第２項に規定する領収書等を徴し

難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月 難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月

日を記載した書面並びに振込明細書の写しに 日を記載した書面並びに振込明細書の写しに

併せて提出する支出の目的を記載した書面（以 併せて提出する支出の目的を記載した書面は、

下「支出の目的を記載した書面」という。）は、 それぞれ別記第８号様式及び第８号様式の２

それぞれ別記第８号様式及び第８号様式の２ によるものとする。

によるものとする。ただし、振込明細書に支

出の目的が記載されているときは、当該振込

明細書の写しをもって支出の目的を記載した

書面とすることができる。

（参照条文）政治資金規正法（抄）

第12条（略）

２ 政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第２号に規定する経費の支出

について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し（当該領収書等を複写機により複写

したものに限る。以下同じ。）（領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出

の目的、金額及び年月日を記載した書面（第19条の11第１項において「領収書等を徴し難かった

支出の明細書」という。）又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し（当該振込

明細書を複写機により複写したものに限る。）。以下同じ。）を併せて提出しなければならない。
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３．適用関係

・平成２４年分収支報告（H24.1.1以後の支出）から適用。

・ただし、改正省令の施行日（H24.4.29）前に解散し、又は目的の変更等により政

治団体でなくなったものについては適用しない。

施行日
H24.1.1 H24.4.29

○ 存続団体に係る支出

↑
【H24.1.1以後の支出から適用する】 新省令により収支報告

↓
○ 施行日以後に解散等をした 解散等

団体に係る支出

× 施行日前に解散等をした

団体に係る支出 【適用しない】 解散等 旧省令により収支報告

４．関連Ｑ＆Ａ

・H24.4.29 追加

Ⅴ－４０ 支出の目的、金額、年月日が記載された振込明細書

Ｑ 振込明細書に支出の目的が記載されている場合、当該振込明細書に係る支出目

的書を作成しなければならないか。

Ａ 平成２４年に政治資金規正法施行規則が改正され、振込明細書に支出の目的、

金額、年月日が記載されている場合は、当該振込明細書の写しを提出することで、

振込明細書の写しと当該振込明細書に係る支出目的書を提出したこととなりま

す。したがって、別様で支出目的書を作成し提出する必要はありません。



- 4 -

・H24.4.29 追加

Ⅴ－４１ 公共料金等のコンビニエンスストア等における支払い

Ｑ 公共料金等をコンビニエンスストアや金融機関において支払った場合に、コン
ビニエンスストアや金融機関が発行する書面は、政治資金規正法上の領収書等に

該当するか。

Ａ コンビニエンスストアで公共料金等を支払った場合は、コンビニエンスストア
と請求書発行事業者が代理受領契約を結んでいるため、コンビニエンスストアは

請求書発行事業者の代理人となります。このため、コンビニエンスストアが支払
いを受領したことは、請求書発行事業者が支払いを受領したことになり、コンビ

ニエンスストアが発行する書面で当該支出の目的、金額、年月日が記載されたも
のは、政治資金規正法上の領収書等に該当します。

金融機関において公共料金等を支払った場合は、当該金融機関が請求書発行事
業者と代理受領契約を結んでいる場合は、上述のコンビニエンスストアの場合と

同様、当該金融機関が発行する書面で当該支出の目的、金額、年月日が記載され
たものは、政治資金規正法上の領収書等に該当します。

また、当該金融機関が請求書発行事業者と代理受領契約を結んでいない場合で
あっても、当該金融機関が発行した振込明細書で支出の目的、金額、年月日が記

載されたものは、当該振込明細書の写しを提出することをもって収支報告書と併
せて提出しなければならない書面を提出したこととなり、当該振込明細書に係る

支出目的書を作成する必要はありません。

・H24.4.29 改定

Ⅴ－１１ 代金引換の領収書等

Ｑ 運送会社の代金引換を利用した際に発行される書面は、領収書等として認めら
れるか。

Ａ 運送会社が財・サービス等の購入先と代理受領契約を結び代金引換サービスを

する際に発行する書面に支出の目的、金額、年月日が記載されている場合は、政
治資金規正法上の領収書等に該当します。

【従来の回答】

Ａ 運送会社の代金引換を利用した際に発行される書面は、運送会社が発行したも
のであり、財・サービス等の購入先が発行したものではありませんが、財・サー
ビス等の購入先が支出を受けたことを証すべき書面として領収書等として取り扱

って差し支えありません。
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・H24.4.29 改定

Ⅴ－１３ 郵便局の払込票兼受領証

Ｑ 郵便局で支払いをし、払込票兼受領証を受け取った場合は、当該書面の写しを
収支報告書に併せて提出することができるか。

Ａ 払込票兼受領証に支出の目的、金額、年月日が記載されている場合は、当該書
面の写しを収支報告書に併せて提出することになります。

払込票兼受領証に支出の目的が記載されていない場合は、振込明細書に該当す
るため、当該振込明細書の写し及び当該振込明細書に係る支出目的書を収支報告
書に併せて提出することになります。

【従来のＱ＆Ａ】

Ｑ 郵便局で支払いをした場合の払込票兼受領証は、領収書等として認められるか。

Ａ 払込票兼受領証には、支出の目的が記載されていないため、領収書等に該当せ
ず、振込明細書に該当します。

・H24.4.29 改定

Ⅴ－３２ 振込明細書に係る支出目的書がない場合

Ｑ 振込明細書がある場合には、振込明細書に係る支出目的書により支出の目的を
確認することとされているが、請求書や契約書等により支出の目的を確認するこ
ととしても差し支えないか。

Ａ 政治資金規正法上、振込明細書に支出の目的が記載されていない場合は、当該
振込明細書に係る支出目的書を作成することとされています。

振込明細書に支出の目的が記載されている場合には、平成２４年に改正された
政治資金規正法施行規則第１０条第２項により、改めて支出目的書の作成を求め
る必要はなく、支出の目的を確認できたこととなります。

振込明細書に支出の目的が記載されていない場合は、政治資金規正法の規定に
従い当該書面の作成を求めた上で、当該書面により支出の目的を確認する必要が
あり、請求書や契約書等により支出の目的が確認できれば足りるというものでは
ありません。

【従来の回答】

Ａ 政治資金規正法上、振込明細書がある場合には、当該振込明細書に係る支出目
的書を作成することとされています。

したがって、振込明細書に係る支出目的書がない場合は、政治資金規正法の規
定に従い当該書面の作成を求めた上で、当該書面により支出の目的を確認する必
要があり、請求書や契約書等により支出の目的が確認できれば足りるというもの
ではありません。
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（参考）

その他政治資金監査上の取扱いに関する見直し等の状況

（H22.9以降）

○ 政治資金監査マニュアルの改定
・政治資金監査マニュアルの改定の概要（H22.9）

・Ⅴ－17 請求書等（H22.9 Ｑ＆Ａ改定）

○ 収支報告書の提出後に生じた事情とその対応（委員会見解等）

① 政治資金監査報告書の記載誤り

・政治資金監査報告書の訂正について（H22.12 委員会見解）

② 領収書等の再発行

・Ⅶ－10 政治資金監査報告書の内容変更（H23.1 Ｑ＆Ａ追加）

③ 収支報告書の訂正

・政治資金監査を受けた収支報告書の訂正について（H22.12 委員会見解）

○ Ｑ＆Ａの改定・追加等

Ⅴ．政治資金監査指針② 個別監査指針

・Ⅴ－17 請求書等（H22.9 改定）【再掲】

・Ⅴ－38 お祭りの屋台等における領収書等の徴収（H23.6 改定）

・Ⅴ－39 郵便振替受払通知票（H23.8 追加）

Ⅵ．政治資金監査指針③ 会計責任者等に対するヒアリング

・Ⅵ－５ 政治資金監査報酬の計上（H23.10 追加）

Ⅶ．政治資金監査報告書

・Ⅶ－７ 収支報告書の写しの添付（H22.12 改定）

・Ⅶ－10 政治資金監査報告書の内容変更（H23.1 追加）【再掲】

・Ⅶ－11 平成２３年東北地方太平洋沖地震による被害を受けた国会議員関係政治団体

に係る政治資金監査報告書の記載方法（H23.4 追加）

・Ⅶ－８ 主たる事務所以外の実施場所の記載方法（H24.2 改定）

・Ⅶ－12 主たる事務所が閉鎖された場合（H24.2 追加）



２ 政治資金監査の方法の変更

政治資金監査マニュアルの改定の概要 （H22.9）

３ 改定後の政治資金監査マニュアルの適用について

平成23年１月１日（解散分は平成23年１月１日以降の解散団体分）から
実施する政治資金監査に対して改定後の政治資金監査マニュアルを適用

(1)領収書等による支出の状況の確認
＜現行＞
領収書等の必要記載事項（支出の目的、金額、年月日）に記載不備がある場合は、記載不

備の事項を補足する請求書等の関係書類があっても、支出の状況の確認に活用せず、国会議
員関係政治団体が領収書等亡失等一覧表を作成

＜改定＞
当該支出に関係して発行された請求書等の関係書類が領収書等と一体として保存され、

会計責任者等から示された場合は、当該関係書類も活用して、支出の状況を確認することも
可能に

政治資金監査の基本的性格を踏まえつつ、登録政治資金監査人から寄せられ
た意見を基に、支出の状況の確認に活用できる書類を拡充

(2)会計帳簿の記載事項による支出の状況の確認
＜現行＞
支出を受けた者の住所が領収書等の会計帳簿以外の書面に記載されている場合であっても、

支出の状況の確認に活用せず、政治資金監査報告書において記載不備を指摘

＜改定＞
支出を受けた者の住所が領収書等に記載されている旨が会計帳簿に記載されていた場合は、

当該書面も活用して、支出の状況を確認することも可能に

１ 政治資金監査に資する記載内容の充実

○政治資金監査マニュアルの構成の見直し（政治資金監査実施要領との一体化）
○これまで公表してきた「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」を追加記載
○これまで公表してきた政治資金監査上の取扱いに関する当委員会の見解を追加記載

政治資金監査マニュアルの構成をわかりやすく見直すとともに、政治資金適
正化委員会がこれまで公表した政治資金監査に関するＱ＆Ａや見解を追加で
記載するなど、政治資金監査に資するよう記載内容を充実

－７－
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●改定後の政治資金監査マニュアル関連部分

Ⅴ．政治資金監査指針② 個別監査指針

２．法第１９条の１３第２項第２号に掲げる事項

（２）領収書等亡失等一覧表の作成要求

９．必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、「Ⅴ．２．（４）

会計帳簿の必要記載事項の確認」の18.により会計帳簿の記載事項と整合的で

あるかどうかを確認すること。

その結果、当該領収書等及び当該領収書等に係る請求書等の記載事項と、当

該支出に係る会計帳簿の記載事項の整合がとれていない場合は、書面監査によ

り支出の状況を確認できないものとして、当該支出を領収書等亡失等一覧表に

記載するよう会計責任者に求めること。

なお、領収書等に必要記載事項の記載不備がある旨の指摘を受けて、会計責

任者が当該領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなどして、

必要記載事項が記載された領収書等を備えた場合は、領収書等亡失等一覧表に

記載するよう求める必要はない。

（４）会計帳簿の必要記載事項の確認

18. 支出の目的が記載されていないなど、必要記載事項の記載不備がある領収書

等に係る支出については、発行者情報を含む当該領収書等の記載事項と当該支

出に係る会計帳簿の記載事項が整合的であるかどうか確認すること。

また、必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出について、当該支

出の内容を示す請求書等の書類（以下「領収書等に係る請求書等」という。）

が領収書等と一体として保存され、会計責任者等から示された場合には、当該

領収書等の記載事項と当該領収書等に係る請求書等の記載事項とを併せて、当

該支出に係る会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認すること。

なお、上記により確認がなされた必要記載事項の記載不備がある領収書等に

ついて、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金の収支の公開の観点

から、記載不備のない領収書等と同様に保存し、写しを提出すべきであること。

また、領収書等に係る請求書等についても、領収書等の記載事項を補足する

ものとして、保存し、写しを提出することとしても差し支えない。
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20. 会計帳簿に必要記載事項の記載不備がある場合は、その旨を会計責任者に指

摘すること。

なお、支出を受けた者の住所の記載について、以下に掲げる場合は、政治資

金監査においては記載不備とは扱わないこと。

・ 支出を受けた者の住所の記載が領収書等にないなど、事実上又は社会通念

上、当該住所の特定が困難であり、会計帳簿の備考欄に住所不明である旨又

は一部を省略した住所が記載されている場合

・ 支出を受けた者が団体であり、会計帳簿の備考欄に記載された住所が当該

団体の主たる事務所（本社）の所在地であるか確認が困難である場合

・ 会計帳簿の備考欄に住所は別添の書面に記載されている旨が記載されてお

り、支出を受けた者の住所が記載された当該支出に係る領収書等又は当該領

収書等に係る請求書等の書面が、会計帳簿と併せて保存されている場合。た

だし、この場合であっても、会計帳簿の備考欄には別添の書面に記載された

支出を受けた者の住所を転記しておくよう指摘すること。

●関連Ｑ＆Ａ

・H22.9 改定

Ⅴ－１７ 請求書等

Ｑ 見積書・利用代金明細書・請求書・納品書等は、領収書等として認められるか。

Ａ いずれも支出を受けたことを証する書面ではなく、領収書等に該当しません。

ただし、支出の目的が記載されていないなど、必要記載事項に欠ける領収書等

がある場合で、当該支出の内容を示す見積書・請求書等の書類が領収書等と一体

として保存され、会計責任者等から示されたときは、領収書等の記載事項を補足

するものとして、会計帳簿との突合に利用できます。

【従来の回答】

Ａ いずれも支出を受けたことを証する書面ではなく、領収書等に該当しません。
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会計責任者が政治資金監査報告書とともに収支報告書を総務省又は都道府県

選挙管理委員会に提出した後に、政治資金監査報告書を訂正すべき事情が生ずる

場合や収支報告書の訂正が行われる場合等の対応については、以下のとおりであ

ることから、留意すること。 
 

  

政治資金監査において、登録政治資金監査人に対し 

会計責任者等が示した書類又は説明した内容の変更 

なし 
（例：政治資金監査報告書の 

   誤字・脱字等） 

あり 

政治資金監査報告書の「訂正願」 

 及び 

訂正後の「政治資金監査報告書」 

 

を提出 

収支報告書の訂正 

あり

訂正後の支出状況全体の状況について 

報告する「訂正後の支出状況に係る政治 

資金監査報告書」 

 

 で確認した結果を報告 

訂正後の支出全体の状況について報告する 

「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」

又は 

訂正内容の状況について報告する 

「訂正に係る政治資金監査報告書」 

 

 で確認した結果を報告 

収支報告書提出後に生じた事情 

政治資金監査人の対応 

 

なし 

[①政治資金監査報告書の記載誤り] [②領収書等の再発行等] 

[③収支報告書の訂正] 
※Ｐ１１参照 ※Ｐ１３参照 

※Ｐ１４参照 

収支報告書の提出後に生じた事情とその対応（フロー図） 
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①政治資金監査報告書の記載誤り 
 

 政治資金監査の対象となった事実に変更はないが、政治資金監査報告書の

記載誤り等により、登録政治資金監査人が政治資金監査報告書の訂正を行お

うとする場合、会計責任者において政治資金監査報告書の見え消し・追記等

による訂正を行うことは適当ではない。 

 

 この場合、登録政治資金監査人が訂正理由及び訂正箇所を明らかにした訂

正願に訂正後の政治資金監査報告書を添えて、国会議員関係政治団体に提出

し、当該訂正願の提出を受けた会計責任者が総務省又は都道府県選挙管理委

員会に訂正後の政治資金監査報告書を提出することが適当である。 
 

 

 

 

 

 

（参考） 
 

平成２２年１２月８日開催 平成２２年度第５回委員会資料 
 

 

政治資金監査報告書の訂正について 

 

 会計責任者が政治資金監査報告書を提出した後、政治資金監査時点の政治資金

監査の対象となった事実に変更はないが、政治資金監査報告書の記載誤り等によ

り、登録政治資金監査人が政治資金監査報告書の訂正を行おうとする場合の取扱

いについて登録政治資金監査人等から問い合わせが寄せられている。 

 

 この場合、会計責任者が政治資金監査報告書の見え消し・追記等により訂正を

行うことは適当ではなく、登録政治資金監査人は訂正理由及び訂正箇所を明らか

にした訂正願を訂正後の政治資金監査報告書を添えて、国会議員関係政治団体に

提出し、当該訂正願の提出を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者が、総務

省又は都道府県選挙管理委員会の所定の手続きによって訂正を申し出、訂正後の

政治資金監査報告書を提出する取扱いとすることが適当である。 

訂正願の例は別添のとおりであるので、参考にされたい。 
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（別紙） 

訂正願 
 

 

平成×年×月×日 

 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印  

  

 

平成○年分の収支報告書に係る平成○年○月○日付けの政治資金監査報告

書について、下記理由により訂正の必要が生じたことから、別添のとおり訂

正したいのでよろしくお願いします。 

 

記 

 

訂正理由 
 

訂正箇所 別添政治資金監査報告書の下線部分のとおり。 
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②領収書等の再発行等 
 

会計責任者が政治資金監査報告書とともに収支報告書を総務省又は都道府

県選挙管理委員会に提出した後、領収書等亡失等一覧表に記載されていた支

出に係る領収書等が再発行された場合等、収支報告書自体には変更がないも

のの、支出の内容を証する書面に変更が生じる場合、政治資金監査の時点の

政治資金監査の対象となった事実に変更はないため、政治資金監査報告書の

訂正を行うことはできない。 

 

しかしながら、通常の政治資金監査に準じて登録政治資金監査人の確認を

受け、確認を受けたことを証する書面を提出することは差し支えない。 

この場合、当該確認の結果については、その確認した日付で、政治資金監

査マニュアルの記載例に準じて、表題を「訂正後の支出状況に係る政治資金

監査報告書」とした書面を作成し、国会議員関係政治団体に報告することが

適当である。 

また、この「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」は、既に提出

された政治資金監査報告書とともに収支報告書と併せて閲覧又は写しの交付

の対象となる。 

 

（参考） 

平成２３年１月２８日開催 平成２２年度第６回委員会資料 

 

Ⅶ-10 政治資金監査報告書の内容変更 

Ｑ 領収書等亡失等一覧表に記載していた支出に係る領収書が再発行された

等、収支報告書を提出した後の事情変更によって当該収支報告書自体には変

更はないものの支出の内容を証する書面に変更が生じる場合、政治資金監査

報告書の内容を変更するにはどうしたらよいか。 

Ａ お尋ねの場合は、政治資金監査時点の政治資金監査の対象となった事実に

変更はないので、政治資金監査報告書を訂正することはできませんが、政治

資金監査を受けた収支報告書の訂正の場合に準じて、登録政治資金監査人の

確認を受け、確認を受けたことを証する書面を提出することは差し支えあり

ません。なお、当該確認は、事情変更後の支出全体の状況について、登録政

治資金監査人が通常の政治資金監査に準じた方法により行い、その結果につ

いては、その確認した日付で、政治資金監査マニュアルの記載例に準じて、

表題を「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」とした書面を作成し、

国会議員関係政治団体に報告することが適当です。 

また、この「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」は、既に提出

された政治資金監査報告書とともに収支報告書と併せて閲覧又は写しの交付

の対象となります。 
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③収支報告書の訂正 
 

会計責任者が政治資金監査報告書とともに収支報告書を総務省又は都道府

県選挙管理委員会に提出した後、収支報告書の支出の内容に係る訂正がある

場合、国会議員関係政治団体が当該訂正内容について、登録政治資金監査人

の確認を自主的に受けることが適当である。 

 

この確認は、収支報告書の訂正の時点又はその後において、当該訂正後の

支出全体の状況又は当該訂正内容について、通常の政治資金監査と同様の方

法により実施することが適当である。 

 

その結果については、 

 

・訂正後の支出全体の状況について確認した場合、政治資金監査マニュアル

の記載例に準じて、表題を「訂正後の支出状況に係る政治資金監査報告書」

とした書面 

・訂正内容について確認した場合、「訂正に係る政治資金監査報告書」 

 

のいずれかを作成して国会議員関係政治団体に報告することが適当である。 

 

 なお、政治資金監査報告書と政治資金監査の対象となった収支報告書の対

応関係を明らかにするため、登録政治資金監査人は、政治資金監査報告書の

一部を構成するものとして政治資金監査で確認した収支報告書の写し（支出

に限る。）を添付することとして差し支えない。 
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（参考） 

平成２２年１２月８日開催 平成２２年度第５回委員会資料 
 

政治資金監査を受けた収支報告書の訂正について 
 
１．収支報告書提出後の訂正における問題の所在 
 
政治資金監査制度の導入に伴い、国会議員関係政治団体は、収支報告書の提

出にあたっては、すべての支出について登録政治資金監査人による政治資金監
査を受け、政治資金監査報告書を併せて提出することとされたところである。 
一方、収支報告書提出後における政治団体の申出による訂正については、政

治資金規正法上、特段の定めはなく、総務省及び各都道府県選挙管理委員会の
判断で運用上認める取扱いとされているが、政治資金監査制度が導入された趣
旨に照らすと、国会議員関係政治団体に係る収支報告書の訂正については、以
下のような点が指摘されている。 
 
（１）登録政治資金監査人による確認を受けていない支出の存在 

収支報告の適正の確保のため、登録政治資金監査人による政治資金監査が
導入されたが、提出後の収支報告書について、政治団体の申出のみで収支報
告書の支出に係る訂正が行われる場合は、登録政治資金監査人による確認を
受けていない支出が収支報告書に記載されることとなり、また、そのことが
国民の目に明らかにされないこととなる。 

（２）政治資金監査報告書と政治資金監査の対象となった収支報告書の対応関
係の明確性 

政治資金監査報告書と政治資金監査の対象となった収支報告書とは、政治
資金監査報告書の日付における記載内容において一対一の対応関係に立つ
ものである。しかし、政治資金監査報告書の日付以降に収支報告書の支出に
係る訂正が行われる場合は、政治資金監査報告書と収支報告書の対応関係に
齟齬を生じさせることとなる。 

 
２．収支報告書提出後の訂正における登録政治資金監査人による確認について 
 

収支報告書提出後の訂正における政治資金監査の取扱いについては、政治資
金規正法上規定されていないが、支出の内容に係る訂正がある場合には、国会
議員関係政治団体が、収支報告書の訂正内容について登録政治資金監査人の確
認を自主的に受けることが、収支報告の適正の確保と透明性の向上を図る観点
から適当であると考える。 
しかしながら、現状では、国会議員関係政治団体が登録政治資金監査人の確

認を自主的に受けたことを証する書面を提出しようとしても、その場合の方法
や取扱いが明らかでないことから、従来どおりの手続きにより収支報告書の訂
正が行われている状況にある。 
今後、１（１）の問題意識を踏まえ、支出内容に係る訂正がある場合に、国

会議員関係政治団体から、収支報告書の訂正の時点又はその後において、当該
訂正後の支出全体の状況又は当該訂正内容について、登録政治資金監査人によ
る確認を受け、確認を受けたことを証する書面が提出された場合には、訂正の
申出先である総務省又は都道府県選挙管理委員会においては、既に提出された
政治資金監査報告書と同様に、収支報告書と併せて閲覧・写しの交付の対象と
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することが適当である。 
登録政治資金監査人においては、この確認は、政治資金監査と同様の方法に

より実施することとし、その結果については、訂正後の支出全体の状況につい
て確認した場合は、政治資金監査マニュアルの記載例に準じて、表題を「訂正
後の支出状況に係る政治資金監査報告書」とした書面を作成し、訂正内容につ
いて確認した場合は、別紙の記載例に従って、「訂正に係る政治資金監査報告書」
を作成し、国会議員関係政治団体に対して、報告することとすることが適当で
ある。 
なお、上記の確認を行う場合、訂正後の関係書類の記載状況の確認結果が、

通常の記載例に当てはまらない場合には、「訂正後の支出状況に係る政治資金監
査報告書」又は「訂正に係る政治資金監査報告書」の記載方法について、政治
資金適正化委員会に確認すること。 
 
 また、１（２）の問題意識を踏まえると、政治資金監査報告書と政治資金監
査の対象となった収支報告書の対応関係を明らかにするため、登録政治資金監
査人は、政治資金監査報告書の一部を構成するものとして政治資金監査で確認
した収支報告書の写し（支出に限る。）を添付することとして差し支えないも
のと考える。 
 
上記の取扱いについて総務省自治行政局選挙部においては、各都道府県選挙

管理委員会にも周知を図られたい。 
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（別紙） 

訂正に係る政治資金監査報告書 
 

平成×年×月×日 

   （※１） 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印
登 録 番 号 第 ×××× 号    

研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る政治資金規正法第

１２条第１項に規定する報告書（※２）に係る下記（※３）の訂正内容及び

当該訂正に伴う合計の増減額については、会計帳簿、明細書、領収書等、領

収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況

が表示されていることを確認しました。 

 

記 

 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

   

※１ 訂正に係る政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人が自ら
の責任において訂正内容の確認が終了したと判断したときの日付を記載
すること。 

※２ 政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「政治資金
規正法第１７条第１項に規定する報告書」とすること。 

※３ 「記」の表に代えて、別紙として訂正箇所を明らかにした収支報告書
の写しを添付することも可能であり、この場合は「下記」ではなく「別
紙」とすること。 
  

訂正に係る政治資金監査報告書記載例 

（１）支出に係る訂正箇所があった場合に、当該訂正に係る支出についてすべて

確認できる場合 
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（別紙） 

訂正に係る政治資金監査報告書 
 

平成×年×月×日 

   （※１） 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印
登 録 番 号 第 ×××× 号    

研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る政治資金規正法第

１２条第１項に規定する報告書（※２）に係る下記（※３）の訂正内容及び

当該訂正に伴う合計の増減額については、当該訂正に係る支出について、会

計帳簿には、○○（※４）の記載不備が一部に見られたものの、会計帳簿、

明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書

に基づいて支出の状況が表示されていることを確認しました。 

記 

 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

   

※１ 訂正に係る政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人が自ら
の責任において訂正内容の確認が終了したと判断したときの日付を記載
すること。 

※２ 政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「政治資金
規正法第１７条第１項に規定する報告書」とすること。 

※３ 「記」の表に代えて、別紙として訂正箇所を明らかにした収支報告書
の写しを添付することも可能であり、この場合は「下記」ではなく「別
紙」とすること。 

※４ 支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月
日等の会計帳簿の記載事項の種類を記載すること。 

 
 

訂正に係る政治資金監査報告書記載例 

（２）支出に係る訂正箇所があった場合に、当該訂正に係る支出について、会計

帳簿に記載不備がある場合 
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（別紙） 

訂正に係る政治資金監査報告書 
 

平成×年×月×日 

   （※１） 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名） 

代表 ○○ ○○ 殿 

 

登録政治資金監査人 ○○ ○○  ○印
登 録 番 号 第 ×××× 号    

研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日 

 

○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る政治資金規正法第

１２条第１項に規定する報告書（※２）に係る下記（※３）の訂正内容及び

当該訂正に伴う合計の増減額については、（別記）を除き、会計帳簿、明細書、

領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づい

て支出の状況が表示されていることを確認しました。 

 

記 

 

訂正箇所 訂正前 訂正後 

   

 
（別記）（※４） 
 
（１）別添の「領収書等亡失等一覧表」（※５） 
（２）支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費（×件、計××××

円） 
（３）○○○○（国会議員関係政治団体）に対して発行されたとは認められ

ない名称が領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの 
  （××月××日・××費・××××円） 
  ・ 領収書等のあて名に記載されていた名称 
    ○○○○○○ 
 
 

訂正に係る政治資金監査報告書記載例 

（３）支出に係る訂正箇所があった場合に、当該訂正に係る支出について、 

領収書等の徴収漏れ又は亡失等がある場合 
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※１ 訂正に係る政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人が自ら
の責任において訂正内容の確認が終了したと判断したときの日付を記載
すること。 

※２ 政治団体が解散等したときに提出する収支報告書の場合は、「政治資金
規正法第１７条第１項に規定する報告書」とすること。 

※３ 「記」の表に代えて、別紙として訂正箇所を明らかにした収支報告書
の写しを添付することも可能であり、この場合は「下記」ではなく「別
紙」とすること。 

※４ （２）及び（３）については、該当するものがある場合に記載するこ
と。記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項がある場合
には、政治資金適正化委員会に照会すること。 

※５ 訂正に係る支出について、領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の
状況が確認できなかったものがある場合、これらの支出の一覧表（「領収
書等亡失等一覧表」）の提出を会計責任者に求め、訂正に係る政治資金監
査報告書に添付すること。 
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Ｑ＆Ａの改定・追加等

Ⅴ．政治資金監査指針② 個別監査指針

・H22.9 改定【再掲】

Ⅴ－１７ 請求書等 （→９頁を参照「政治資金監査マニュアルの改定」）

・H23.6 改定

Ⅴ－３８ お祭りの屋台等における領収書等の徴収

Ｑ お祭りの屋台や移動型の軽食店など定型の領収書等の用紙を備えていないお店

から物品を購入した場合、当該支出については、領収書等を徴し難い事情がある

と認められるのか。

Ａ 購入店に定型の領収書等の用紙を備えていない場合でも、購入店において任意

の用紙に領収書等の３事項（支出の目的、金額、年月日） 等の記載を求めるな

どの方法により、領収書等を徴することができます。したがって、購入店に定型

の領収書等の用紙を備えていないことのみをもって、領収書等を徴し難い事情が

あるとは認められません。

【従来の回答】

Ａ 購入店に定型の領収書等の用紙を備えていない場合でも、購入店において任意

の用紙に領収書等の３事項（支出の目的、金額、年月日） 等の記載を求めるな

どの方法により、領収書等を徴することができます。したがって、お尋ねの場合、

領収書等を徴し難い事情とは認められません。

・H23.8 追加

Ⅴ－３９ 郵便振替受払通知票

Ｑ 貯金事務センターが発行する振替受払通知票は、振替口座利用手数料の領収書

等として認められるか。

Ａ 領収書等に該当します。
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Ⅵ．政治資金監査指針③ 会計責任者等に対するヒアリング

・H23.10 追加

Ⅵ－５ 政治資金監査報酬の計上

Ｑ 国会議員関係政治団体の収支報告書に、政治資金監査報酬が記載されている必

要があるか。

Ａ 国会議員関係政治団体に係る収支報告書には、人件費を除く１件１万円を超え

るすべての支出を記載することとなっていますので、政治資金監査報酬も１万円

を超える場合は、収支報告書に記載する必要があります。

政治資金監査においては、書面監査において発見した関係法令上の問題点等、

その他の事項のヒアリングを妨げないものであり、政治資金監査報酬が記載され

ていない場合に、その理由の説明を会計責任者等に求めても差し支えありません。

Ⅶ．政治資金監査報告書

・H22.12 改定

Ⅶ－７ 収支報告書の写しの添付

Ｑ 政治資金監査報告書を作成するに当たっては、政治資金監査において確認した

収支報告書の内容が明らかとなるように、その写しとともに冊子として綴じる等

の措置を講じても差し支えないか。

Ａ 政治資金監査報告書と政治資金監査の対象となった収支報告書の対応関係を明

らかにするため、登録政治資金監査人が、政治資金監査報告書の一部を構成する

ものとして政治資金監査で確認した収支報告書の写し（支出に限る。）を添付す

ることとしても差し支えありません。

なお、当該収支報告書の写しは、政治資金監査報告書の一部を構成するものと

して、閲覧又は写しの交付の対象となることになります。

【従来の回答】

Ａ 政治資金監査報告書の様式及び作成方法は、政治資金規正法施行規則及び政治

資金監査マニュアルで規定されており、政治資金監査報告書に綴じ込まれた収支

報告書の写しは、政治資金監査報告書の一部を構成するものには該当しません。

したがって、お尋ねの措置を講じて提出されたとしても、当該綴じ込まれた収

支報告書の写しは、総務大臣又は各都道府県選挙管理委員会において保存の対象

とならず、閲覧又は写しの交付の対象にもなりません。
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・H23.1 追加

Ⅶ－１０ 政治資金監査報告書の内容変更

（→１３頁を参照「収支報告書の提出後に生じた事情とその対応」の「②領収書等の再発行」）

・H23.4 追加

Ⅶ－１１ 平成２３年東北地方太平洋沖地震による被害を受けた国会議員関係政治団

体に係る政治資金監査報告書の記載方法

Ｑ 平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害により、政治団体が会計帳簿、明

細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等又は振込明細書のうち、

その一部を滅失し、収支報告書には会計責任者が事実を確認できる支出のみが記

載され、収支報告書に記載されていない支出がある場合、政治資金監査報告書で

はどのように記載すべきか。

Ａ 「平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害により、政治団体が会計帳簿等

関係書類の全部又は一部を滅失又は紛失等した場合の収支報告書の提出について

は、事実を確認できる支出についてのみ記載することとする。この場合において、

いわゆる罹災証明の添付等を求める必要はないが、完全に記載できない理由を宣

誓書に記載する取扱いとすることが適当であること。」という通知が政治資金課

から出されたところである。

国会議員関係政治団体の支出のうち、平成２３年東北地方太平洋沖地震による

災害により会計責任者においてその事実を確認することができず、収支報告書に

記載されていない支出がある場合には、政治資金監査報告書において、「Ⅶ．政

治資金監査報告書 ２．政治資金監査報告書記載例（３）」の別記に記載するこ

とが適当です。

なお、別記の記載例は下記のとおりです。

（別記）

会計責任者が、収支報告書に記載されていないとしている支出。
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・H24.2 改定

Ⅶ－８ 主たる事務所以外の実施場所の記載方法

Ｑ 国会議員関係政治団体の主たる事務所で政治資金監査を行わなかった場合、政

治資金監査報告書にどのように記載すればよいのか。

Ａ 主たる事務所とは、政治団体の政治活動の中心となる場所とされており、通常

は関係書類が整理して保存されているなど、政治資金監査を効率的に実施できる

と想定されます。したがって、主たる事務所以外の場所で政治資金監査を行った

場合には、主たる事務所で実施しなかった理由について、例えば、単に「効率的

な実施のため」という記載のみではなく、下記の記載例のように、主たる事務所

で政治資金監査を実施しなかった理由を明らかにした上で、実施場所を具体的に

特定して、政治資金監査報告書の「１．監査の概要（４）」に記載します。

なお、実施場所については、例えば「○○○の事務所」とのみ記載されている

など、実施場所を特定することが難しいと思われる場合は、住所も併記すること

により実施場所を具体的に特定する必要があります。

（記載例）○○○○（国会議員関係政治団体名）の従たる事務所で行った場合

１．監査の概要

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所の

作業スペースの不足により円滑な政治資金監査の実施が困難であると○○○○（登

録政治資金監査人名）が判断したため、○○○○（国会議員関係政治団体名）の

従たる事務所（東京都××区××町××番地）において行った。

【従来のＱ＆Ａ】

Ｑ 国会議員関係政治団体の主たる事務所で政治資金監査を行わなかった場合、政

治資金監査マニュアルにおいて「その理由を明らかにした上で政治資金監査の実

施場所を特定すること」とされており、政治資金監査報告書にはその実施場所を

記載することとされているが、どこまで詳細に記載すればよいのか。

Ａ お尋ねの場合、必ずしも住所の記載は必要ではなく、政治団体の主たる事務所

で政治資金監査を行わなかった理由を明らかにした上で、例えば「○○ホテル会

議室」等、政治資金監査の実施場所が社会通念上特定される記載であれば差し支

えありません。

なお、登録政治資金監査人の判断によって住所を記載することを妨げるもので

はありません。
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・H24.2 追加

Ⅶ－１２ 主たる事務所が閉鎖された場合

Ｑ 政治資金監査の対象となった政治団体が解散し、主たる事務所を閉鎖したよう

な場合には、主たる事務所で政治資金監査を実施しない理由に該当するか。

Ａ 政治資金監査を実施する時点においてお尋ねのような状況にあり、主たる事務

所であった場所で政治資金監査が実施できない場合は、主たる事務所で政治資金

監査を実施しない理由に該当するものとして差し支えありません。

【注】

「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」については適宜見直しを行い、政治資金適正化委員会

ホームページ上に 新のものを掲載していきますので、定期的に御確認くださいますよ

うお願いします。



Ⅱ. 平成22年分政治資金収支報告の概要について

　１．総務大臣分

　（１） 収支報告書の提出状況

届 出 団 体 数 提 出 団 体 数 提 出 率

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ（％）

平 成 ２ ２ 年 284 282 99.3

平 成 ２ １ 年 204 202 99.0

平 成 ２ ２ 年 10 10 100.0

平 成 ２ 1 年 9 9 100.0

平 成 ２ ２ 年 274 272 99.3

平 成 ２ 1 年 195 193 99.0

平 成 ２ ２ 年 247 246 99.6

平 成 ２ 1 年 179 177 98.9

平 成 ２ ２ 年 5 5 100.0

平 成 ２ 1 年 4 4 100.0

平 成 ２ ２ 年 289 287 99.3

平 成 ２ 1 年 208 206 99.0

平 成 ２ ２ 年 3,839 3,270 85.2

平 成 ２ 1 年 3,888 3,287 84.5

平 成 ２ ２ 年 779 716 91.9

平 成 ２ 1 年 748 701 93.7

平 成 ２ ２ 年 4,128 3,557 86.2

平 成 ２ 1 年 4,096 3,493 85.3

平 成 ２ ２ 年 1,026 962 93.8

平 成 ２ １ 年 927 878 94.7
（注）１　「届出団体」とは、収支報告書提出義務団体であり、当該年中に解散した団体も含まれる。

　　　２　「政党支部」は、総務大臣届出分であり、都道府県選管届出分は含まれない。

区　　　　　分

政　　　　　党

政治資金団体

小　　　　計

政 党 本 部

政 党 支 部

うち国会議員
関係政治団体

政 党 等

そ の 他 の 政 治 団 体

合　　　　　計

うち国会議員関係
政治団体

うち国会議員関係
政治団体
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9
.4

1
8
1
.8

1
7
0
.5

3
6
2
.1

1
5
3
.9

9
7
.7

8
8
.1

1
3
2
.8

２
２
年

2
,2
3
9

1
7
4

1
,4
1
8

3
4
6

1
,9
3
8

3
0
1

5
3
0

2
,7
6
9

２
１
年

3
,4
0
9

1
7
8

2
,3
7
5

5
5
4

3
,1
0
6

3
0
3

4
5
2

3
,8
6
2

２
２
年
－
２
１
年

-
1
,1
7
0

-
4

-
9
5
6

-
2
0
8

-
1
,1
6
8

-
2

7
8

-
1
,0
9
3

対
前
年
比

6
5
.7

9
7
.8

5
9
.7

6
2
.4

6
2
.4

9
9
.4

1
1
7
.1

7
1
.7

２
２
年

8
5
,9
4
2

3
,6
7
6

1
,3
7
9

2
,0
6
6

2
,5
4
9

5
,9
9
4

3
1
,8
7
1

2
,5
6
5

4
,2
3
4

3
1
,9
4
2

5
,6
6
1

1
8,
8
1
2

1
0
4
,7
5
4

２
１
年

8
4
,0
5
7

3
,7
5
8

1
,2
2
2

2
,7
5
4

3
,3
4
4

7
,3
2
0

3
1
,1
7
0

7
8
3

3
,3
0
1

3
1
,9
4
2

5
,7
8
2

3
2
,3
9
9

1
1
6
,4
5
6

２
２
年
－
２
１
年

1
,8
8
5

-
8
2

1
5
7

-
6
8
8

-
7
9
5

-
1
,3
2
7

7
0
0

1
,7
8
1

9
3
3

0
-
1
2
1

-
1
3
,5
8
7

-
1
1
,7
0
2

対
前
年
比

1
0
2
.2

9
7
.8

1
1
2
.8

7
5
.0

7
6
.2

8
1
.9

1
0
2
.2

3
2
7
.4

1
2
8
.3

1
0
0
.0

9
7
.9

5
8
.1

9
0
.0

２
２
年

3
0
,7
4
3

6
,7
0
7

2
,6
0
6

6
,5
5
1

9
,1
5
6

9
,3
0
8

1
,2
7
3

3
,2
3
1

1
,0
6
8

2
9
,6
9
8

6
0
,4
4
0

２
１
年

4
0
,3
7
3

6
,6
7
9

2
,9
3
3

8
,7
8
3

1
1
,7
1
6

9
,9
0
7

8
,3
4
8

3
0
8

3
,4
1
5

3
1
,2
5
5

7
1
,6
2
8

２
２
年
－
２
１
年

-
9
,6
3
0

2
8

-
3
2
8

-
2
,2
3
2

-
2
,5
6
0

-
5
9
9

-
7
,0
7
5

2
,9
2
2

-
2
,3
4
7

-
1
,5
5
8

-
1
1
,1
8
8

対
前
年
比

7
6
.1

1
0
0
.4

8
8
.8

7
4
.6

7
8
.2

9
4
.0

1
5
.2

1
,0
4
8
.3

3
1
.3

9
5
.0

8
4
.4

２
２
年

1
2
,1
0
3

1
7
3

1
,3
4
2

2
,4
0
9

3
,7
5
1

6
,8
1
6

7
1
0

2
9

6
2
5

6
,5
1
6

1
8
,6
2
0

２
１
年

2
4
,1
8
6

1
9
5

1
,8
0
5

3
,8
5
8

5
,6
6
3

7
,1
2
1

8
,0
1
9

9
3
,1
7
9

7
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6
7

3
1
,2
5
4

２
２
年
－
２
１
年

-
1
2
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8
3

-
2
2

-
4
6
3

-
1
,4
4
9

-
1
,9
1
2

-
3
0
5

-
7
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0
9

2
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-
2
,5
5
4

-
5
5
1
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1
2
,6
3
4

対
前
年
比

5
0
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8
8
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7
4
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6
2
.4

6
6
.2

9
5
.7

8
.9

3
1
4
.5

1
9
.7

9
2
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5
9
.6

２
２
年

1
1
6
,6
8
5
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0
,3
8
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3
,9
8
5

2
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6
6
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5
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1
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3
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8

7
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6
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6
,7
28

4
8
,5
0
9

1
6
5
,1
9
4

２
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年
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2
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0
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5
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2
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5
4
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2
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7
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9
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3
6

4
1
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7
7

9
,1
3
2

3
,6
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9

3
1
,9
4
2

9
,1
9
7

6
3
,6
5
4

1
8
8
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8
5

２
２
年
－
２
１
年

-
7
,7
4
5

-
5
4

-
1
7
1

-
6
8
8

-
3
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2
7

-
3
,8
8
6

1
0
1

-
5
,2
9
4

3
,8
5
6

0
-
2
,4
6
8

-
1
5
,1
4
5

-
2
2
,8
9
0

対
前
年
比

9
3
.8

9
9
.5

9
5
.9

7
5
.0

7
5
.0

7
9
.6

1
0
0
.2

4
2
.0

2
0
6
.8

1
0
0
.0

7
3
.2

7
6
.2

8
7
.8

２
２
年

1
6
,4
3
3

2
4
8

1
,8
3
1

6
2
2

2
,8
5
8

5
,3
1
1

6
,9
7
1

8
9
2

2
,3
6
5

6
4
8

7
,6
7
6

2
4
,1
0
9

２
１
年

2
7
,0
0
2

4
7
1

2
,0
3
2

3
6
5

4
,1
2
3

6
,5
2
1

7
,2
1
2

8
,0
6
9

1
,5
2
7

3
,2
0
2

8
,3
8
4

3
5
,3
8
6

２
２
年
－
２
１
年

-
1
0
,5
6
9

-
2
2
4

-
2
0
2

2
5
7

-
1
,2
6
5

-
1
,2
1
0

-
2
4
1

-
7
,1
7
8

8
3
8

-
2
,5
5
4

-
7
0
8

-
1
1
,2
7
7

対
前
年
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6
0
.9

5
2
.5

9
0
.1

1
7
0
.5

6
9
.3

8
1
.4

9
6
.7

1
1
.0

1
5
4
.8

2
0
.2

9
1
.6

6
8
.1

（
注
）
　
表
示
単
位
未
満
は
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

（
２
）
全
体
の
収
支
の
概
況

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

本
年

収
入

額

左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

前
年

繰
越

額
合

計
党
費
・
会
費

寄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
附

事
業

収
入

借
入

金
本

部
支

部
交

付
金

収
入

そ
の

他
の

収
入

個
人

法
人

そ
の

他
の

団
体

政
治

団
体

計
政

党
交

付
金

そ
の

他

政
党

等

政
党

（
支

部
を

含
む

）

う
ち

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

政
治

資
金

団
体

小
　
　
　
計

そ
の

他
の

政
治

団
体

う
ち

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

合
計

う
ち

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

－２７－



　
②
　
支
　
出

（
単

位
：
百

万
円

、
％

）

２
２

年
9
,1

3
2

1
2
8

6
5
8

6
,0

1
0

1
5
,9

2
8

4
,0

9
0

4
,8

4
9

2
2
,8

2
4

7
,8

2
1

5
3

2
1
2

3
0
,9

1
1

6
5
0

2
3
,3

6
0

2
,7

6
2

6
6
,6

2
3

2
6
,1

3
4

8
2
,5

5
1

２
１

年
9
,9

9
6

1
2
3

5
3
3

6
,3

5
6

1
7
,0

0
7

4
,4

6
4

4
,9

6
4

2
3
,2

8
7

1
0
,8

7
5

3
1

1
3

3
4
,2

0
6

1
,0

3
2

3
0
,2

0
7

2
,5

7
7

7
7
,4

4
8

3
1
,4

5
1

9
4
,4

5
6

２
２

年
－

２
１

年
-
8
6
4

5
1
2
5

-
3
4
6

-
1
,0

7
9

-
3
7
3

-
1
1
4

-
4
6
3

-
3
,0

5
4

2
2

1
9
9

-
3
,2

9
5

-
3
8
2

-
6
,8

4
7

1
8
6

-
1
0
,8

2
5

-
5
,3

1
7

-
1
1
,9

0
4

対
前

年
比

9
1
.4

1
0
4
.4

1
2
3
.4

9
4
.6

9
3
.7

9
1
.6

9
7
.7

9
8
.0

7
1
.9

1
7
2
.3

1
6
2
0
.5

9
0
.4

6
3
.0

7
7
.3

1
0
7
.2

8
6
.0

8
3
.1

8
7
.4

２
２
年

8
6
6

2
4

3
2
3

6
0
9

1
,8
2
2

4
9
5

4
5
7

2
3
7

5
5
8

4
1

8
8
4
3

3
4

6
7
0

1
6
7

2
,6
6
5

1
2
8

4
,4
8
7

２
１

年
8
1
2

1
7

2
1
1

4
4
3

1
,4

8
3

3
8
3

1
5

1
6
5

1
8
6

3
1

1
3
8
3

3
5

4
7
1

4
2

1
,3

2
9

7
7

2
,8

1
2

２
２

年
－

２
１

年
5
4

6
1
1
2

1
6
6

3
3
8

1
1
2

4
4
3

7
3

3
7
1

1
0

7
4
6
0

-
1

1
9
8

1
2
5

1
,3

3
6

5
1

1
,6

7
5

対
前

年
比

1
0
6
.7

1
3
6
.0

1
5
3
.2

1
3
7
.4

1
2
2
.8

1
2
9
.1

3
1
2
7
.2

1
4
4
.0

2
9
9
.1

1
3
1
.6

6
8
7
.1

2
2
0
.1

9
6
.7

1
4
2
.1

3
9
6
.9

2
0
0
.6

1
6
6
.6

1
5
9
.6

２
２

年
3
8
2

4
4

1
4
5

5
3
5

7
6

3
3

0
1
,6

7
8

1
4

1
,7

7
0

2
,3

0
5

２
１

年
5
4
2

4
6

1
6
3

7
1
5

7
4

2
4

3
1
0

3
8

0
2
,5

0
0

5
2
,6

1
7

3
,3

3
2

２
２

年
－

２
１

年
-
1
5
9

0
-
2

-
1
8

-
1
8
0

1
-
2
4

0
-
1
0

-
3
4

0
-
8
2
2

9
-
8
4
7

-
1
,0

2
6

対
前

年
比

7
0
.6

9
1
.2

6
9
.7

8
8
.9

7
4
.9

1
0
1
.5

皆
減

1
1
5
.7

皆
減

9
.2

3
3
.3

6
7
.1

2
8
4
.6

6
7
.6

6
9
.2

２
２

年
9
,5

1
4

1
3
2

6
6
2

6
,1

5
5

1
6
,4

6
3

4
,1

6
6

4
,8

4
9

2
2
,8

2
4

7
,8

2
5

5
3

2
1
2

3
0
,9

1
4

6
5
0

2
5
,0

3
8

2
,7

7
6

6
8
,3

9
3

2
6
,1

3
4

8
4
,8

5
7

２
１

年
1
0
,5

3
7

1
2
7

5
3
9

6
,5

1
9

1
7
,7

2
2

4
,5

3
8

4
,9

6
4

2
3
,3

1
2

1
0
,8

7
8

3
1

2
3

3
4
,2

4
4

1
,0

3
2

3
2
,7

0
7

2
,5

8
2

8
0
,0

6
5

3
1
,4

5
1

9
7
,7

8
7

２
２

年
－

２
１

年
-
1
,0

2
3

5
1
2
3

-
3
6
4

-
1
,2

5
9

-
3
7
2

-
1
1
4

-
4
8
7

-
3
,0

5
3

2
2

1
8
9

-
3
,3

2
9

-
3
8
2

-
7
,6

6
9

1
9
4

-
1
1
,6

7
2

-
5
,3

1
7

-
1
2
,9

3
1

対
前

年
比

9
0
.3

1
0
4
.0

1
2
2
.8

9
4
.4

9
2
.9

9
1
.8

9
7
.7

9
7
.9

7
1
.9

1
7
2
.3

9
1
2
.7

9
0
.3

6
3
.0

7
6
.6

1
0
7
.5

8
5
.4

8
3
.1

8
6
.8

２
２

年
4
,1

7
4

1
1
9

7
9
6

2
,7

4
5

7
,8

3
5

4
,8

0
0

7
5
4

8
9
1

1
,1

7
2

1
,4

6
4

5
5
8

4
,0

8
4

3
0
8

1
1
,2

2
3

2
,2

6
9

2
3
,4

3
9

4
,0

8
6

3
1
,2

7
4

２
１

年
4
,7

8
0

1
2
6

8
6
3

2
,5

8
5

8
,3

5
5

7
,3

1
8

2
,6

7
9

7
6
4

4
,1

6
5

1
,6

1
2

2
9
2

6
,8

3
4

4
7
6

1
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0
4

3
,5

3
6

3
3
,1

4
7

1
,1

5
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4
1
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2

２
２

年
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２
１

年
-
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5
1
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2
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4
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6
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6
8
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1
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8
1
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1
,2

6
8
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9
,7
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9

2
,9

3
6

-
1
0
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2
8

対
前

年
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7
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6
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9
3
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5
.6

2
8
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.9

5
9
.8

6
4
.7

9
1
.2

6
4
.2

7
0
.7

3
5
5
.2

7
5
.4

２
２
年

2
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2
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9

4
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1
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4
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1
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2
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4
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年
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２
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年
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年
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２．都道府県選挙管理委員会分

届出団体数 提出団体数 提出率

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ（％）

平成２２年 8,657 8,393 97.0

平成２１年 8,583 8,362 97.4

平成２２年 889 875 98.4

平成２１年 807 796 98.6

平成２２年 54,978 50,241 91.4

平成２１年 54,018 49,972 92.5

平成２２年 1,538 1,485 96.6

平成２１年 1,711 1,649 96.4

平成２２年 63,635 58,634 92.1

平成２１年 62,601 58,334 93.2

平成２２年 2,427 2,360 97.2

平成２１年 2,518 2,445 97.1

（注）１　「届出団体」とは、収支報告書提出義務団体であり、当該年中に解散した団体も含まれる。

　　　２　「政党支部」は、都道府県選管届出分であり、総務大臣届出分は含まれない。

う ち 国 会 議 員
関 係 政 治 団 体

（１） 収支報告書の提出状況

区　　　　　　　分

合　　　計

その他の政治団体

政　党　支　部

う ち 国 会 議 員
関 係 政 治 団 体

う ち 国 会 議 員
関 係 政 治 団 体

－29－
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Ⅲ.平成22年分収支報告に係る政治資金監査報告書の概要について

１．政治資金監査の結果

○ 平成２２年分収支報告に係る政治資金監査報告書では、「政治資金監

査の対象となった事項についてすべて確認できた」とされた国会議員関

係政治団体の割合が増加（H21年分 91.2% → H22年分 95.0%）しており、

国会議員関係政治団体の関係書類等の徴収・作成・保存義務の履行につ

いて改善の傾向。

○ 引き続き、政治資金監査の適確な実施を通じ、政治資金に関する収支

報告の適正の確保と透明性の向上に寄与。

区 分 H21年分 H22年分 増減

(1) 政治資金監査の対象となった事項に
９１．２％ ９５．０％ + 3.8ﾎﾟｲﾝﾄ

ついてすべて確認できたもの

(2) 不備を指摘したもの ８．８％ ５．０％ ▲ 3.8ﾎﾟｲﾝﾄ

イ 会計帳簿に記載不備があったもの ２．２％ ０．９％ ▲ 1.3ﾎﾟｲﾝﾄ

ロ 会計帳簿と突合を行う書面が存在
６．３％ ３．９％ ▲ 2.4ﾎﾟｲﾝﾄ

しない支出があったもの

ハ イ及びロが複合したもの ０．３％ ０．２％ ▲ 0.1ﾎﾟｲﾝﾄ

※「会計帳簿に記載不備があったもの」とは・・・

会計帳簿の必要記載事項（①支出を受けた者の氏名、②住所、③支出の目的、④金額、
⑤年月日）について、記載漏れ等の記載不備があったもの

※「会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出があったもの」とは・・・

領収書等又は振込明細書が徴収漏れ又は亡失により存在せず、領収書等を徴し難かった
支出の明細書にも記載されていない支出（人件費を除く）があったもの

支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費があったもの

当該政治団体に対して発行されたとは認められない名称が領収書等のあて名に記載され
ていると判断されたもの

東日本大震災により会計帳簿等の関係書類の一部が滅失したため、会計責任者が収支報
告書に記載されていないとしている支出があったもの
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２．政治資金監査報告書の記載状況等

○ 平成２２年分収支報告に係る政治資金監査報告書においても、一部で

はあるが、必ずしも正確でない記載等が見受けられたところ。

○ そのため、以下に掲げる取組を通じ、個々の登録政治資金監査人に対

してきめ細かな指導・助言を行い、より精度の高い政治資金監査報告書

が作成されるよう注力。

(1)「政治資金監査報告書チェックリスト」の積極的活用の促進

・ 政治資金監査報告書の報告事項に遺漏がないよう、政治資金監査
報告書の作成を支援するためのチェックリストを昨年８月に作成。

・ ホームページへの掲載やフォローアップ説明会等の機会を通じ、
積極的活用を促進。

(2)「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」の充実

・ 主たる事務所以外の場所で政治資金監査を実施した場合の理由及
び実施場所の記載方法に関するＱ＆Ａを追加し、ホームページへの
掲載やフォローアップ説明会等の機会を通じ周知徹底。

(3)「政治資金監査実務に関するフォローアップ説明会」の継続的実施

・ 本調査で見受けられた事例紹介を交えながら、政治資金監査の適
確な実施と政治資金監査報告書の正確な記載等について周知徹底。

・ 政治資金監査あるいは政治資金監査報告書の作成に関して判断が
困難な事案があった場合には、政治資金適正化委員会へ照会するよ
う周知徹底。

・ より多くの登録政治資金監査人が参加できるよう、実施回数の増
も念頭に、全国各地で継続的に開催。

(4) 関係士業団体との連携

・ 関係士業団体が主催する士業者向け研修会等の機会を活用するな
ど、関係士業団体と連携。
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Ⅳ.政治資金監査報告書の作成等に関し特に留意すべき点について

◆「あて名」等に関する記載

【記載例】

政治資金監査報告書

平成×年×月×日

○○○○（国会議員関係政治団体名）

代表 ○○○○ 殿

登録政治資金監査人 ○ ○ ○ ○ ㊞

登 録 番 号 第××××号

研 修 修 了 年 月 日 平成×年×月×日

（参考事例①）

○政治資金監査報告書の日付が「宣誓書」の日付より後の日付となっていた事例

○領収書等の日付が政治資金監査報告書の日付よりも後の日付になっていた事例

○国会議員関係政治団体の名称が正式名称ではない略称を記載していたり、代表者では

ない者の氏名を記載していた事例

○登録政治資金監査人の氏名が自署でなかったり、押印していなかった事例

check!!

★「宣誓書」は、収支報告書及び収支報告書と併せて提出される書類が政治資金規正法

に従って作成され、真実の記載がされていることを誓う文書であることから、宣誓書

の日付は、政治資金監査報告書の日付以降になる。

★政治資金監査報告書には、登録政治資金監査人が自らの責任において政治資金監査が

終了したと判断したときの日付を記載するので、領収書等が発行された日付が政治資

金監査報告書の日付よりも後の日付になることはない。

★国会議員関係政治団体の正式名称及び代表者の氏名は、政治団体の設立に当たって総

務大臣又は都道府県選挙管理委員会に届け出た名称及び氏名により記載すること。

（※「１ 監査の概要（１）（４）」、「３ 業務制限」においても同様）

★登録政治資金監査人名欄には、自署かつ押印が必要であること。
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◆「１ 監査の概要」に関する記載

【記載例】

１ 監査の概要

（１）私は、政治資金規正法（以下「法」という。）第１９条の１３第１項の規定に

基づき、○○○○（国会議員関係政治団体名）の平成×年に係る法第１２条第１

項に規定する収支報告書のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当

該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出

の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査を行った。

（２）この政治資金監査は、法第１９条の１３第２項に定めるところにより政治資金

適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」（以下「政治資金

監査マニュアル」という。）に基づき行った。

（３）私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任

者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、

領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政

治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することであ

る。

（参考事例②）

○解散等団体の収支報告書の根拠規定を「法第１２条第１項」と記載していた事例

○政治資金監査の対象とする書類をすべて記載すべきなのに、実際に保存されていた書

類のみを記載していた事例

check!!

★解散したとき又は目的の変更等により政治団体でなくなったときの収支報告書の提出

根拠は、「法第１２条第１項」ではなく、「法第１７条第１項」であること。

（※「２ 監査の結果（３）」においても同様）

★書類の有無も含めて監査対象としたことを明確にするために、（１）及び（３）には、

記載例どおりすべての書類を列記すること。
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【記載例（つづき）】

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所に

おいて行った。

（参考事例③）

○主たる事務所と異なる場所で政治資金監査を実施することとした理由が明瞭でなかっ

たり、実施場所の特定が十分ではない事例

○主たる事務所と異なる場所を主たる事務所として政治資金監査報告書に記載し、その

事実が新聞に報道された事例

check!!

★主たる事務所と異なる場所で政治資金監査を行った場合には、なぜ主たる事務所以外

の場所で実施する必要があったのかを具体的に記載することによってその理由を明ら

かにした上で、実施場所を特定すること。

★なお、実施場所について、例えば「○○○の事務所」と記載するだけでは実施場所を

特定することが難しいと思われる場合には、場所と住所を併記して、当該実施場所を

具体的に特定すること。

（例）従たる事務所で行った場合

（４）この政治資金監査は、○○○○（国会議員関係政治団体名）の主たる事務所の作業スペー

スの不足により円滑な政治資金監査の実施が困難であると○○○○（登録政治資金監査人名）

が判断したため、○○○○（国会議員関係政治団体名）の従たる事務所（東京都××区××

町××番地）において行った。
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◆「２ 監査の結果」に関する記載

【記載例(1)】政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合

２ 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、

領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されて

いた。

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該

国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該

国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に

規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった

支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難か

った支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。

（参考事例④）

○実際に保存が確認された書類を記載すべきなのに、存在しなかった書類も含めて、す

べての書類を記載していた事例

○支出がゼロなのに、（１）や（３）に存在しないはずの「領収書等」や「領収書等を

徴し難かった支出の明細書等」などの書類を記載していた事例

○支出があるのに、（１）や（３）に「領収書等」や「領収書等を徴し難かった支出の

明細書等」などの書類を記載していない事例

○（１）及び（３）に記載される書類は同一となるべきなのに、異なる書類を記載して

いた事例

○（１）や（３）では「領収書等を徴し難かった支出の明細書等」が記載されているの

に、（４）では「領収書等を徴し難かった支出の明細書等は存在しなかった」として

記載していた事例

○「領収書等を徴し難かった支出の明細書等」が存在しなかったため、（４）の記載を

削除していた事例

○解散等団体にあっては、収支報告書の根拠規定は「法第１７条第１項」であるのに、

「法第１２条第１項」と記載していた事例。（「１ 監査の概要」の check!!参照）
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check!!

★（１）及び（３）には、登録政治資金監査人が保存を確認し、収支報告書の基礎とな

った書類を記載すること。

★（４）には、「領収書等を徴し難かった支出の明細書等」が存在しなかった場合でも、

その旨を記載すること。

注意!!

「領収書等を徴し難かった支出の明細書等」とは、以下の２つの書類を指す。

①「領収書等を徴し難かった支出の明細書」

②「振込明細書に係る支出目的書」

※ 以下の（例１）～（例３）を参照のこと。

（例１）①②とも存在しなかった場合

→【記載例】から「領収書等を徴し難かった支出の明細書等」＆「振込明細書」を削除。

（４）は削除することなく、存在しなかった旨を記載。

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書及

び領収書等が保存されていた。

なお、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書を必要とする支

出はなく、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書は存在しなか

った。

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該

国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該

国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に

規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書及び領収書等に基づいて支出の状況が

表示されていた。

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難か

った支出の明細書等は存在しなかった。

※（１)の「なお」以下の記載は任意
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（例２）①は存在し、②は存在しなかった場合

→【記載例】から領収書等を徴し難かった支出の明細書等の「等」＆「振込明細書」を削除。

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、

領収書等及び領収書等を徴し難かった支出の明細書が保存されていた。

なお、振込明細書に係る支出目的書及び振込明細書を必要とする支出はなく、

振込明細書に係る支出目的書及び振込明細書は存在しなかった。

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該

国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該

国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に

規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等及び領収書等を徴し難かっ

た支出の明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難か

った支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていた。また、振込明細書に

係る支出目的書は存在しなかった。

※（１)の「なお」以下の記載及び（４）の「また」以下の記載は任意

（例３）①は存在せず、②は存在していた場合

→【記載例】中の「領収書等を徴し難かった支出の明細書等」を「振込明細書に係る支出目的書」に置き換え。

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、

領収書等、振込明細書に係る支出目的書及び振込明細書が保存されていた。

なお、領収書等を徴し難かった支出の明細書を必要とする支出はなく、領収書

等を徴し難かった支出の明細書は存在しなかった。

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該

国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該

国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に

規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書に係る支出目

的書及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、振込明細書に係る支

出目的書は、会計帳簿に基づいて記載されていた。また、領収書等を徴し難かっ

た支出の明細書は存在しなかった。

※（１)の「なお」以下の記載及び（４）の「また」以下の記載は任意
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check!!

★支出が計上されていなくても、会計責任者に「会計帳簿」の保存義務は課せられてい

ること。

（例）支出が計上されていない場合

２ 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

（１）法第１９条の１３第２項第１号に規定する事項について、会計帳簿が保存され

ていた。

なお、政治資金監査の対象期間においては、○○○○（国会議員関係政治団体

名）に係る支出はなく、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細

書等及び振込明細書は存在しなかった。

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、当該

国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該

国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

（３）法第１９条の１３第２項第３号に規定する事項について、法第１２条第１項に

規定する収支報告書は、会計帳簿に基づいて、支出が計上されていない状況が表

示されていた。

（４）法第１９条の１３第２項第４号に規定する事項について、領収書等を徴し難か

った支出の明細書等は存在しなかった。
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【記載例(2)】会計帳簿に記載不備があった場合

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、○○

の記載不備が一部に見られたものの、当該国会議員関係政治団体に係るその年に

おける支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が

当該会計帳簿を備えていた。

（参考事例⑤）

○記載不備があった事項の種類を政治資金監査報告書に記載していなかった事例

check!!

★会計帳簿の必要記載事項（支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額、年月日）

の記載不備については、記載例(2)に従い、記載不備があった事項の種類を記載する。

★なお、登録政治資金監査人の指摘を受け、政治資金監査が終了するまでの間に、会計

責任者が当該指摘事項の補正を行った場合には、政治資金監査報告書において指摘す

る必要はない。

（例）「住所」に記載不備があった場合

（２）法第１９条の１３第２項第２号に規定する事項について、会計帳簿には、住所

の記載不備が一部に見られたものの、当該国会議員関係政治団体に係るその年に

おける支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が

当該会計帳簿を備えていた。

【記載例(3)】会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出があった場合

２ 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、（別記）を除き、以下のとおりである。

（１）～（４）略

（別記）

（１）別添の「領収書等亡失等一覧表」

（２）支出の状況を確認できる書類が存在しない人件費（×件、計××××円）

（３）○○○○（国会議員関係政治団体名）に対して発行されたとは認められない

名称が領収書等のあて名に記載されていると判断されるもの

（××月××日・××費・××××円）

・領収書等のあて名に記載されていた名称 ○○○○○○
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（別添）

領収書等亡失等一覧表

支出の目的 金 額 年月日 備 考

項 目 摘 要

何 々

１ 何々 5,000 ○．1．1

２ 何々 50,000 〃．3．1 Ａ山一郎・東京都○○区○○町○○番地

（参考事例⑥）

○領収書等の徴収漏れ又は亡失の事実がないにもかかわらず、（別記）に「別添の領収

書等亡失等一覧表」と記載していた事例

○領収書等の徴収漏れ又は亡失の事実があり、政治資金監査報告書の別添として領収書

等亡失等一覧表を添付して提出する必要があるにもかかわらず、それを作成していな

かったり、選管等への提出時に添付していなかった事例

○領収書等亡失等一覧表に記載された支出のうち、人件費を除く１件１万円を超える支

出については、当該支出を受けた者の氏名及び住所を「備考」欄に記載すべきなのに、

それを記載していなかった事例

check!!
★領収書等又は振込明細書が徴収漏れ又は亡失により存在せず、また、領収書等を徴し

難かった支出の明細書にも記載されていない支出（人件費を除く）については、領収

書等亡失等一覧表の提出を会計責任者に求め、記載例(3)の（別記）(1)の例により、

政治資金監査報告書の別添として添付しなければならない。また、会計責任者は、選

管等へ収支報告書を提出する際には、当該政治資金監査報告書（別添として添付され

た領収書等亡失等一覧表を含む）を併せて提出しなければならない。

★領収書等亡失等一覧表に記載された支出のうち、人件費を除く１件１万円を超える支

出については、当該支出を受けた者の氏名及び住所を「備考」欄に記載する必要があ

る。

★なお、登録政治資金監査人の指摘を受け、政治資金監査が終了するまでの間に、会計

責任者が領収書等の再発行等を求めこれを備えた場合には、当該支出について領収書

等亡失等一覧表に記載する必要はない。
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（参考事例⑦）

○政治資金監査報告書に会計責任者に対する指導状況など、記載例にはない任意の記載

がされていた事例

check!!

★政治資金監査報告書は、記載例に従って記載すること。

★なお、登録政治資金監査人が記載例に加え、特に記載する必要があると判断した事項

がある場合には、政治資金適正化委員会に照会すること。

◆「３ 業務制限」に関する記載

【記載例】

３ 業務制限

○○○○（国会議員関係政治団体名）と私との間には、法第１９条の１３第５項

の規定に違反する事実はない。

また、○○○○（国会議員関係政治団体名）と政治資金監査の業務を補助した使

用人その他の従業者との間においても、同様である。

（参考事例⑧）

○「３ 業務制限」に関する記載をしていなかった事例

○「○○○○と私達との間には」として記載し、国会議員関係政治団体と使用人等との

関係に関する記載を省略していた事例

※ ただし、使用人等を使用せず、複数の登録政治資金監査人により政治資金監査を行った

場合であれば上記記載で可。

check!!

★政治資金監査を行った国会議員関係政治団体と業務制限に抵触する関係にないことを

明らかにするため、記載例に従って記載すること。

★なお、政治資金監査の業務を補助した使用人等がなかった場合には、「また」以下の

記載は不要。
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◆その他提出書類関係

（参考事例⑨）

○「収支報告書」の支出の小計や合計の計算誤りや表間の金額が整合的でなかった事例

○「収支報告書」に記載されている支出の日付や金額が、「領収書等の写し」の記載内

容と整合的でなかった事例

check!!
★収支報告書（支出に係る分に限る）に計算誤りがないかどうか検算して確認すること。

★会計帳簿等の関係書類から、収支報告書に記載すべき事項が漏れなく正しく転記され

ているかどうかを確認すること。

（参考事例⑩）

○選管等へ収支報告書及び政治資金監査報告書を提出する際に、「領収書等の写し」、「領

収書等を徴し難かった支出の明細書等」などの添付書類や、「領収書等亡失等一覧表」

が漏れていた事例

○「領収書等の写し」の編さんが杜撰で、各支出との対応関係が分かりにくい事例

check!!
★提出漏れが発生しないよう会計責任者等に対して助言することが適当。

★領収書等の適切な整理・保存について会計責任者等に対して助言することが適当。

★なお、会計責任者等に対して、提出時における選管等からの不備の指摘の有無等につ

いて報告を求めておくことが適当。

（参考事例⑪）

○領収書等が存在しない支出について、「紛失のため」「再発行が困難なため」「不鮮明

のため」という理由で、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」を作成していた事

例

check!!
★一度発行された領収書等の亡失等は、領収書等を徴し難かった事情に該当せず、「領

収書等亡失等一覧表」に記載すべきもの（ただし、登録政治資金監査人の指摘を受け、

政治資金監査が終了するまでの間に、会計責任者が領収書等の再発行等を求めこれを

備えた場合には、当該支出について領収書等亡失等一覧表に記載する必要はない。）。

★なお、具体の事案が領収書等を徴し難かった事情に該当するかどうかの判断がつかな

い場合には、政治資金適正化委員会へ照会すること。
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Ⅴ．その他参考資料 

 

 

 

○収支報告書等への記載方法の例 
 

１．無償提供を受けている場合の記載方法 

 

２．クレジットカードによる支払いの記載方法 

 

 

 

 

○政治資金適正化委員会ホームページ参照事項 
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１．無償提供を受けている場合の収支報告書の記載方法 
 

【質問例】 

政治団体において労務や事務所の無償提供を受けている場合には、収支報告書にどのよ

うに記載すればよいか。 

 

【対応のポイント】 

○ 労務や事務所の無償提供は政治資金規正法上の寄附に該当することから、その時価を収

入として収支報告書に記載 

○ また、経理上の処理として同額の支出を政治活動費の「その他の経費」に記載 

○ このとき、当該支出について領収書等は発行されないことから、領収書等を徴し難かっ

た支出の明細書に記載 

 

【関連項目】「国会議員関係政治団体の収支報告の手引き（平成２２年８月改訂）」より抜粋

（下線付加） 

【よくあるご質問】無償提供を受けた場合 

Ｑ 労務や事務所の無償提供を受けた場合、寄附にあたりますか。また、寄附にあた

る場合、収支報告書にはどのように記載すればよいですか。 

Ａ 法において「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、

党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定められており、

労務や事務所の無償提供を受けた場合、労務の対価や事務所の利用料相当分の「財

産上の利益」が生じますので、利用等の実態からその対価や利用料を支払うことが

社会通念上相当であるようなときは、「寄附」にあたります。 

この場合、収支報告書には、これらを時価に見積もった金額を「寄附」として記

載し、備考欄に「無償提供」と記載して下さい。しかし、このままでは、法の会計

帳簿や収支報告書が現金主義を取っているにもかかわらず、これらの利益が永続的

に収入（及び繰越額）に含まれてしまいますので同額を支出にも計上する必要があ

ります。この場合、支出の項目は政治活動費の「その他の経費」（様式（その15））

とし、支出の目的欄には「金銭以外のものによる寄附相当分」と記載し、金額欄に

収入と同額を記載して下さい。また、この支出については、経理上の処理であるた

め、領収書等も徴すことができないと考えられますので、「徴難明細書」の領収書

等を徴し難かった事情に「無償提供のため」と記載し、対応することとなります。

なお、無償提供であっても「寄附」に該当する場合は、「法人その他の団体から

の寄附」の禁止など法の寄附制限の対象となります。 

また、以下のホームページから無料でダウンロードできる会計帳簿作成ソフトに

は「収入・支出同額計上」機能（１３０ページ参照）があり、簡便に会計帳簿を作

成することが可能です。さらに、このソフトで、会計帳簿を作成した場合、収支報

告書もほぼ自動で作成されます。 

【政治資金関係申請・届出オンラインシステム】 

https://kyoudou.soumu.go.jp 
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無償提供を受けた場合の記載例（会計帳簿：一部記載省略） 
 

 

 

収入簿 

 

 

 

 

 

 

支出簿 

 

 ※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 

赤字部分…自ら記入、青字部分…ワンクリックで挿入、緑字部分…自動計算 

 

 

 

項目 摘要 金額 年月日 備  考 

２の１ 寄附 

(1)個人からの寄付 

 

 

Ｃ山花子 

      合計 

 

1,100,000

1,100,000

 

H○.1.10

 

 

事務所の無償提供 

 

     収  入  の  総  額 1,100,000  

会計帳簿作成ソフトの 

「収入・支出同額計上ボタン」 

をクリック 

 

自動的に青字部分を挿入 

支出の目的 金額 

 

年月日 

 

支出を受けた

者の氏名 

備  考 

 項目 摘要 

２政治活動費 

(6)その他の経費 

 

 

 

金銭以外のものによる

寄附相当分 

      合計 

 

1,100,000

 

1,100,000

 

H○.1.10

 

 

 

Ｃ山花子 

 

 

 

 

 

 

支  出  の  総  額 1,100,000  
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２．クレジットカードによる支払いの記載方法 
 

【質問例】 

政治団体においてクレジットカードを利用した支出を行った場合、収支報告書にはどの

ように記載すればよいか。 

 

【対応のポイント】 

○ 原則： 

・物品購入時に収支両建てで計上 

・カード会社への支払時に再度支出に計上 

○ 例外①： 

ＥＴＣカード利用の場合は、カード会社への支払時のみでも差し支えない 

○ 例外②： 

クレジットカードによる一括払いの場合は、物品やサービス等を購入した時点で、支出

の目的ごとに支出額を計上するだけで差し支えない 

 

【関連項目】「国会議員関係政治団体の収支報告の手引き（平成２２年８月改訂）」より抜粋

（下線付加） 

 

【よくあるご質問】クレジットカードを利用した場合 

Ｑ１ クレジットカードの利用により物品を購入した場合、会計帳簿や収支報告書に

はどのように記載すればよいですか。 

Ａ１ 収入及び支出に関する事実関係に即して収支報告していただく観点から、以下

のような記載方法をお示ししています。 

① まず、物品を購入した時点で、 

・ 当該支出相当分を支出に計上するとともに、 

・ 同額を収入（その他の収入）に「金銭以外のものによる支出相当分」として計

上して下さい。 

 ② その後、カード会社に支払った時点で、 

  その分を支出に計上して下さい。 

なお、このような記載の理由を明らかにするために、当該支出の内訳の記載にあ

たっては、備考欄に「クレジットカードによる購入」である旨を記載することが望

ましいと考えられます。 

 

Ｑ２ なぜ、Ｑ１のような複雑な記載になるのですか。もっと簡易な記載はできない

ですか。 

Ａ２ 政治資金規正法の会計帳簿や収支報告書が、 

 ・ 基本的に現金の流れを記載しつつ、 

 ・ 政治資金の収支の状況を明らかにする 

 という２つ目的を有しているためです。 
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  具体的に言えば、Ｑ１②の時点で、現金が支出されていますが、一方で、このＱ

１②の時点のみでは、支出の相手方がカード会社であるため、最終的に政治資金が

何に使われたのか分からず、収支の公開の観点が弱まるおそれがあります。 

  そのため、Ｑ１①の時点でも支出として記載することとなりますが、この場合、

現金による支出ではないことから、経理上の処理として、同額の収入を計上し、金

額としては相殺するという取扱いが必要となります。 

なお、総務省のホームページから無料でダウンロードできる会計帳簿作成ソフト

には「収入・支出同額計上」機能（１３６ページ参照）があり、簡易に会計帳簿を

作成することが可能です。さらに、このソフトで、会計帳簿を作成した場合、収支

報告書もほぼ自動で作成されます。 

なお、一定の要件を満たした場合には、簡易な記載方法でも差し支えないと考え

られますので、詳しくは、次のＱ３・Ｑ４をご覧下さい。 
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【よくあるご質問】クレジットカードを利用した場合 

Ｑ３ ＥＴＣカードを利用した場合に、簡易な記載はできないですか。 

Ａ３ 収支報告書の記載の基本的な方針を定めることを所掌している政治資金適正化

委員会の見解として、「ＥＴＣカード」の利用の場合は、利用目的が限定されてい

ることから、カード会社に支出した時点の記載でも差し支えないとされています（下

記載例参照）。 

 

 
 

 

【よくあるご質問】クレジットカードを利用した場合 

Ｑ４ ＥＴＣカード以外のクレジットカードを利用した場合に、簡易な記載はできない

ですか。 

Ａ４ 収支報告書の記載の基本的な方針を定めることを所掌している政治資金適正化委

員会の意見（次ページ参照）を踏まえ、「一括払い」の場合には、 

・ 現金と同等に広く利用されていること 

・ クレジットカードの利用から支払いまでの期間が短期間であること 

から、クレジットカードにより、物品やサービス等を購入した時点で、支出の目的ご

とに支出額を計上するだけで差し支えないと考えられます。 

 なお、クレジットカードを利用した際に発行される書面（支出の目的、金額及び年

月日が記載されたもの）を領収書等として取り扱うこととしても差し支えないものと

考えられます。 

 



 

－52－ 

「会計帳簿・収支報告書作成ソフトのダウンロード」及び

「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」 

へは、こちらをクリックします！ 




